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足羽川ダム環境モニタリング委員会規約 
 

第 1 条（名称） 
本会は、「足羽川ダム環境モニタリング委員会」（以下「委員会」という）と称する。 

 
第 2 条（設置） 

委員会は、近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所長（以下「事務所長」という）が設

置する。 
 

第３条（目的） 
委員会は、足羽川ダム建設事業における工事中の環境の状況に関する調査結果の分析

及び評価、並びに環境保全措置の実施について環境面からの意見を述べることを目的と

する。 

 
第４条（委員会） 
１）委員会の委員は、別紙のとおりとし、事務所長が委嘱する。 
２）委員の任期は、原則４年として、再任を妨げない。 
３）委員会には委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
４）委員長は、会務を掌理する。 
５）委員長は、委員会を招集し、開催する。 
６）委員会は、委員総数の半数以上の出席をもって成立するものとする。 
 

第５条（委員会の公開） 
委員会は、原則公開とし、その結果については公表する。 
なお、希少動植物の保護の観点から、確認位置等は委員の合意を得て非公開とする。 
 

第６条（事務局） 
委員会の事務局は、近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所に置く。 
 

第 7 条（開催） 

委員会は、足羽川ダム建設事業に係る環境モニタリングを完了するまでの間とする。 

委員会の開催は、原則年 1 回とするが、必要に応じて随時開催する。 

 
第８条（雑則） 
１）事務所長は、委員長の要請等により、必要に応じ委員を加えることができる。 

 ２）この規約に定めるもののほか、委員会運営に必要な事項は委員長が定める。 
 
附則（施行期日） 
 この規約は、平成２６年３月１４日から施行する。 
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